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電子申請の特徴
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電子申請の特徴（事業活動温暖化対策計画書制度に限る。）
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ペーパーレス
紙の印刷が不要なため、CO2の排出削減に貢献できます。

提出～審査終了までシステム上で一括管理
書類の提出から審査中の差替えなど、審査終了までに

必要な作業をシステム上で一括して行えます。

過去の書類の最終版をダウンロード可能
過去にシステムから提出した書類の最終データを

最大５年分ダウンロードできるため、担当者の異動に伴う

過年度の最終データ紛失等の心配がありません。
※2020年度以降にシステムから提出したデータに限ります。また、ログインＩＤ等を失念した場合は

過去データを閲覧できない可能性がありますので、担当者異動等の際は適切な引継ぎをお願いします。



データセンター

電子申請の特徴（事業活動温暖化対策計画書制度に限る。）

【電子申請のイメージ】
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事業者側 県側

・伝達事項確認
・修正データ受信
・過去の申請閲覧

・申請手続き
・データ差替え

・データ修正依頼
・審査完了連絡

・申請等受信
・内容審査



利用者登録
【ポイント】

 初回のご利用前に、利用者登録（登録作業は５～10分程度）が必要です。

 ただし、ＧビズＩＤ（デジタル庁）アカウントをお持ちの場合は、
県電子申請システムでの利用者登録は不要です。
（ＧビズＩＤ https://gbiz-id.go.jp/top/）

 ＩＤ（登録時のメールアドレス）とパスワードは大切に保管し、

次年度以降も継続使用してください。

※ご担当者の異動や法人名・代表者名変更など登録内容に変更が
生じた場合は、登録したＩＤでログイン後、登録内容の変更手続き
を実施してください。
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利用者登録

1. 県ホームページから「電子申請」を選択
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県ホームページ（トップ画面）

「手続き・申請」
をクリック

「電子申請」
をクリック

（https://www.pref.kanagawa.jp/）

https://www.pref.kanagawa.jp/


利用者登録

2. 「e-kanagawaの電子申請：神奈川県ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ」をクリック
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ＵＲＬ「https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay.action」で
直接アクセスすることもできます。

クリック

県ホームページ（電子申請のページ）

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay.action


3. 「利用者登録」⇒「同意する」の順にクリック

利用者登録
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右上のメニュー
から

「利用者登録」
をクリック

利用規約を確認の上、
「同意する」をクリック

電子申請システム（トップ画面）



4. 「法人」を選択し、利用者のメールアドレスを入力
※「個人」及び「代理人」は選択しないでください。

利用者登録
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①「法人」をチェック

②メールアドレスを入力
※メールアドレスが「利用者ＩＤ」となります。
個人メールアドレスの場合、人事異動の際に
登録情報を変更する必要がありますので、
業務用メールアドレスを推奨します。

④入力したメールアドレス
あてにメールが届いたら、
本文のＵＲＬをクリック

③「登録する」
をクリック

電子申請システム（入力画面）

電子メール受信画面



5. 利用者登録画面で必要事項を入力します。

利用者登録
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電子申請システム（利用者登録画面）

システムのログインに必要な

ID、パスワードとなりますの
で、メモをとって大切に保管
してください。

法人・団体の代表者の氏名及
び役職（代表取締役など）を
入力してください。
※ここでは事業所長ではなく、
法人・団体の代表者の情報を
入力してください。



6. 利用者登録画面で必要事項を入力して「登録する」

⇒数分後、登録完了メールが届きシステムにログインできます。

利用者登録
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…

必要事項を入力後、
「確認へ進む」を
クリック

内容確認後、
「登録する」を
クリック

郵便番号、住所は、
本社所在地に関するもの
を入力してください。

電話番号、メールアドレス等
は、担当者の連絡先に関する
ものを入力してください。



利用者登録（登録内容の変更）
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ログイン後、
「利用者情報」を
クリック

メールアドレス、パスワード、
その他の登録情報（法人名、
代表者名、担当者名など）の
変更ができます。

ログイン後、必要に応じて登録情報の変更を行ってください。

※法人・団体名、代表者名、担当者名、担当者メールアドレスなど

【注意】
「法人・団体名」、「本社所在地」に変更
があった場合は、登録情報の変更のほかに、
変更届（電子申請）が別途必要です。



ログイン用パスワードの

再設定
【ポイント】

ログイン用パスワードを忘失してしまった場合は、

利用者自身でパスワードを再設定することができます。

 ただし、パスワードの再設定用メールは登録されている

利用者のメールアドレス宛てに送信されますので、

担当者変更時はご注意ください。
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1. ログイン画面から再設定用ページに移動

ログイン用パスワードの再設定
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電子申請システム（トップ画面）

（https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay.action）

「パスワードを忘れた場合
はこちら」をクリック

電子申請システム（ログイン画面）

右上のメニューから
「ログイン」をクリック



2. 登録済の利用者ＩＤ（メールアドレス）を入力

ログイン用パスワードの再設定
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利用者ＩＤ
（登録済メールアドレス）を
２回入力

電子申請システム（利用者ＩＤ入力画面）

「完了する」をクリックする
とメールが送信される



3. パスワードを再設定

ログイン用パスワードの再設定
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送信された
パスワード再設定
メール本文のＵＲＬ
をクリック

電子メール受信画面

電子申請システム
（パスワード再設定画面）

新しい
パスワードを
２回入力

「再設定する」を
クリックすると、
再設定完了となります



提出内容の照会

【ポイント】

過去に電子申請システムで提出した書類のダウンロード

可能です。（原則、提出日から５年間）

提出書類の処理状況、処理履歴、県からの伝達事項を

確認することができます。
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1. システムにログイン

提出内容の照会
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電子申請システム（トップ画面）

（https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay.action）

ＩＤ、パスワードを
入力し、「ログイン」

※ＧﾋﾞｽﾞＩＤｱｶｳﾝﾄを
お持ちの方は
ページ下部から
ﾛｸﾞｲﾝしてください

電子申請システム（ログイン画面）

右上のメニューから
「ログイン」をクリック



2. 該当する手続きを確認

提出内容の照会
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「詳細」をクリックすると、
提出書類や処理履歴などを
確認できます。

現在の処理状況
→審査が完了すると「完了」に変わります。

電子申請システム（手続き一覧画面上部）

①右上のメニューから
「申込内容照会」を
クリック

手続が多数表示さ
れる場合は手続き
名等で検索

電子申請システム（手続き一覧画面下部）



3. 手続きの詳細を確認

提出内容の照会
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電子申請システム（申込内容照会画面）

「申込内容印刷」をクリッ
クすると、この申込内容を
プリントアウトできます。
…

県からの伝達事項がある場合
は、この欄に表示されます。
※別途お知らせメールも送信します。

処理履歴が順次追加されます。

【添付ファイル】欄に
前回の審査完了後の確定
データが保存されています。
今年度の書類提出時の参考
にしてください。



書類の提出

【ポイント】

作成した提出書類（報告書本体、別紙１～４、委任状）の

電子データを添付して提出することができます。

修正理由書や上記以外の書類は、「その他添付資料」欄に

添付してください。
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1. 提出する様式の受付フォームにログイン

書類の提出
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「受付フォーム」をクリック
【注意】様式ごとにフォームが異なります

事業活動温暖化対策計画書制度

（事業活動温暖化対策計画書制度 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/index.html）
（かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/challenger.html）

電子申請システム（ログイン画面）

ＩＤ、パスワードを入力し、「ログイン」

※ＧﾋﾞｽﾞＩＤｱｶｳﾝﾄをお持ちの方は
ページ下部からﾛｸﾞｲﾝしてください

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/challenger.html


2. 手続きの概要確認

書類の提出
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…下にスクロール

利用規約を確認の上、
「同意する」をクリック

電子申請システム（手続き説明画面）



3. 必要事項の入力と様式類の添付

書類の提出
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…

必要事項等を入力、選択
（一部項目では利用者登録情
報を自動転記しますので、
必要に応じて修正してくださ
い。）

電子申請システム（申込画面）

提出すべき様式を添付
（事業者区分や委任の有無で
必須書類が変わります。）

必要事項の入力、様式の
添付が完了後、「確認へ
進む」をクリック

…



4. 提出内容の確認、送信

書類の提出
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…

内容確認後、
「申込む」をクリック

申込が完了すると「整理番号」と
「パスワード」が発行されます。
※登録したメールアドレスにも受信通知が
送信されます。

※整理番号等で提出内容の確認ができます。
（利用者登録ＩＤ等でも確認はできます。）

電子申請システム（内容確認画面）

電子申請システム（申込完了画面）

…



提出内容の修正

【ポイント】

提出書類に関して県から修正依頼があった場合、

県からの伝達事項等を確認することができます。

 添付ファイルを修正版に差し替えることができます。
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1. 県からのお知らせメール

提出内容に修正や確認が必要な場合や審査が終了した場合、

県の審査担当者がシステムからお知らせメールを送ります。

提出内容の修正
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電子メール受信画面

【注意】
「利用者登録」において登録されたメール
アドレスあてに連絡しますので、
報告書作成業務を委託されている場合は、
必要に応じて、当該受託者に対してメール
の転送をお願いします。



2. システムにログイン

提出内容の修正
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電子申請システム（トップ画面）

（https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay.action）

電子申請システム（ログイン画面）

右上のメニューから
「ログイン」をクリック

ＩＤ、パスワードを
入力し、「ログイン」

※ＧﾋﾞｽﾞＩＤｱｶｳﾝﾄを
お持ちの方は
ページ下部から
ﾛｸﾞｲﾝしてください



3. 該当する手続きを確認

提出内容の修正
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「詳細」をクリックすると、
提出書類や処理履歴などを
確認できます。

現在の処理状況
→審査が完了すると「完了」に変わります。

電子申請システム（手続き一覧画面上部）

①右上のメニューから
「申込内容照会」を
クリック

手続が多数表示さ
れる場合は手続き
名等で検索

電子申請システム（手続き一覧画面下部）



4. 県からの伝達事項を確認

提出内容の修正
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電子申請システム（申込内容照会画面）

…

処理履歴が順次追加され
ます。

県からの伝達事項に
基づき、書類の確認、

修正などを行なって
ください。

県の審査担当者が送付し
たファイルがある場合は、
この欄に表示されますの
で、ダウンロードして
ご確認ください。

添付ファイルを修正版
に差し替える場合は、
ページ下部の
「修正する」を選択



5. 添付ファイルの差替

提出内容の修正
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…
…

電子申請システム（申込内容変更画面）

当初添付したファイル
を差し替える場合は、
「削除」を選択した後、
修正後のファイルを参
照して添付してくださ
い。

県からの伝達内容に基
づく処理（差替など）
が完了したら、「確認
へ進む」をクリック



6. 修正内容の確認、送信

提出内容の修正
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…

電子申請システム（申込変更確認画面）

電子申請システム（申込内容照会画面）

内容確認後、「修正する」
をクリック

修正の履歴が
追加される



参考：更新履歴
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Ver. 日付 改訂等の概要

1.0 2020.6.5 発行

2.0 2020.7.6 計画書、結果報告書の提出に対応した内容修正

3.0 2021.5.14 年度切替による内容修正

4.0 2022.6.3 年度切替による内容修正

5.0 2023.6.1 年度切替による内容修正

6.0 2024.5.1 年度切替による内容修正


